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東京電力柱 番号 

NＴＴ柱 番号 
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流山市防犯灯設置等要綱 第３条（設置等の基準）より抜粋 

（設置等の基準） 

第３条 防犯灯は、次の各号に掲げる基準により設置する。 

■設置場所は、不特定多数の通行者が利用する道路を照明する場所とする。 

■灯具は東京電力柱又はＮＴＴ柱に共架するものとする。ただし、共架できる電柱 

 がない等の理由によりやむを得ない場合は、これに類するものに設置する。 

■終夜点灯する屋外照明が設置箇所周辺に存在する場合は、直線距離おおむね 40 

メートル以上の間隔で防犯灯を設置するものとする。ただし、防犯上及び道路 

形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

■設置高は、原則として地上から４．５メートル以上（歩道においては 3.0 

メートル以上）とする。 

■防犯灯に使用する灯具は、省エネルギータイプとし、市長が別に定める仕様を満 

たすものとする。 
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各自治会からの要望受 

（毎月１日～２０日） 

市での審査及び各自治会への決定通知送付（※１） 

（毎月２１日～月末） 

事業者への工事依頼

（毎月末） （新規設置) 

（移設） 

（撤去） 

移設先電柱への 

灯具の設置 
灯具の撤去 

点灯（設置・移設完了） 

工事発注から点灯までの 

所要期間：約２か月（※２） 

電柱への配線処理 

配線撤去処理完了 

工事発注から配線撤去処理完了

までの所要期間：約１か月 

灯具の設置 
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設置：（例）開発行為によって新規に開発された箇所周辺の防犯灯が未整備であるため。 

移設：（例）周辺住民から移設要望が寄せられ、付近に設置が可能な電柱があるため。 

撤去：（例）周辺住民から撤去要望が寄せられたため。 

要望する事項に該当があれ

ば○印 
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優先順位を記入 

優先順位の高い順に 

上から記入 

東電柱番号とＮＴＴ柱番号の両

方のプレートがついている場合 

→東京電力の電柱番号 

要望する事項を記入 

※移設要望がある場合に記入 
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（２） 
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